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グループ・ローディアの社会的責任についての協定

協定当事者 :

グループ・ローディア、その代表取締役兼最高執行責任者であるジャン＝ピエール・クラマディユ氏が代表  

と 

lCEM (Fédération Internationale des syndicats de travailleurs de la Chimie, de l’Energie, des Mines et des industries diverses 国際化学エネルギー鉱山一般労連)、書記長であるマンフレッド・ワーダ 氏が代表
前文
化学の職業は諸責任の高度な感覚なくしては営むことができない。ローディアは、自らの社員、顧客、納入業者、現場の川岸に住む住民、環境、自然資源に対して、この責任感をひとつの要請とする。
本協約が不可欠な一部となっている、「ローディア・ウェー」のステップは、利害関係者全体に対するよりますます増大する責任を持つべく、業績と行動の質を結びつける、この発展モデルに役立つものである。
この責任は社員の幅広いかかわりを想定するものであり、そのような理由から、一方の経営側と他方の社員の代表者との間で豊かな、バランスの取れた社会的対話を持続させるという意志は、ローディアの価値観とアイデンティティーの一部を成しているのである。
この責任は、ローディア・グループ・インターナショナルの活動の全体に関わるものであり、このレベルにおける交渉相手との対話を存在させることを呼びかけるものである。
これが本協定の趣旨であり、それを通して、ローディアと業界の会社員を国際的に組織するICEM（国際化学エネルギー鉱山一般労連）は、情報交換と対話の空間を作るのであり、同グループが活動する世界のいずれの場所においても、産業上および社会上における良き実践をするべく、共通のコミットメントを明確にするものである。
このコミットメントはローディアが、自発的に、同グループが活動する国々の法や規定にある義務の遵守を補完すべく、選択したものである。 以下にあげられる全世界共通の規範は、世界にあるローディアのすべての事業体によって遵守されるべきものである。 

同グループの支社は、所在する各国に特有の経済、社会、文化の現実を踏まえながら、本協定に述べられる条項を基にした進歩の精神を持って、この協定の最大限の適用に向けて努める。.

署名する両当事者は、国際的に認められ、本協定に記載されている規範および原理が、各国の法や規定で要求されるかどうかのいかんにかかわらず、世界におけるローディアの活動現場で適用されるようにすることを、約束するものである。
ローディアとICEMは、本協定を最善に適用すべく、密接で建設的な関係を発展させる意志を明確にするものである。   

* * *

I - 協定の適用分野 

本協定は、グループ･ローディアが直接に統制する会社において適用される。 

同グループの会社は、国内と地方の法律を厳密に遵守することをコミットする。 国内と地方の法律の方が有利である場合は、それらを適用する。
ローディアが統制する新しい事業体を産むことになる、会社の併合、買収、その他の再編または、ICEMに関連した同種の進展がある場合は、これらの新しい事業体は、再交渉が行われるに至るまでの期間、自動的にこの世界協定の当事者とみなされ、その条項を遵守する義務を持つ。
II - 全世界共通の規範
第1条


ローディアとICEMは、基本的社会権と会社および企業における労働組合権を管理する文に同意することを明確にする。 

1.1     ILO（国際労働機関）の条約
ローディアは、基本的人権に関する国際労働機関の条約を遵守することを明確にする。 

· 87号条約、98号条約、135号条約
労働組合の自由についての基本権の枠内では、労働組合権は団体交渉を開始する権利であり、賃金労働者は自由に選挙された代理者によって代表され、自ら選択した組織を形成し、それに加入する権利を持つ。
29号条約と105号条約
強制労働または義務的労働を使用しないことのコミットメント。
· 138号条約と182号条約
児童労働を使用しないことのコミットメント。
· 100号条約と111号条約
男女間の雇用および報酬における機会と待遇の均等を保証し、雇用と職業における差別を防止するコミットメント。
· 156号条約
家族的責任を持つ男女の賃金労働者および妊娠女性または乳児を持つ女性に対して権利と機会均等を保証するコミットメント。
1.2   国連グローバル・コンパクト
国連グローバル・コンパクトに署名したローディアは、その10原則の遵守に向けてコミットする。
人権
· 原則1

企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁護を支持し、尊重する。 

· 原則2

自らの企業が人権侵害に加担しないように監視する。
労働規範
· 原則3

組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。
· 原則4

あらゆる形態の強制労働を排除する。
· 原則5
児童労働を実効的に廃止する。
· 原則6

雇用と職業に関する差別を撤廃する。
環境
· 原則7

環境問題の予防的なアプローチを支持する。
· 原則8
環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。
· 原則9

環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。
腐敗防止
· 原則10

強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む。
III – グループ・ローディアのコミットメント
1. 健康と安全


· ローディアは自らの社員の健康と安全を第一に考える。適正な労働条件の確保とリスク制御は、同グループの毎日の関心事である。ローディアは、この目的に沿って要求を盛り込んだ社内方針を作成し、それらの適用をまず果たすべき責務としている。ローディアは、安全の成果を継続して改善することを目的としており、自らの社員および下請け企業の社員の両方についての成果を測定する指標を規則的にフォローアップすることを保証する。
· ローディアは、職務や関連するリスクのタイプが何であれ、さまざまな従業員の健康を大切にする労働環境を作ることをコミットする。
· ローディアは、投資計画が従業員や周囲の住民の健康と安全を脅かさないようにその構想の直後から配慮し、既存の状況を改善するソリューションを優先的に取り入れている。
· 「The ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work（HIV/エイズと働く世界に関するILO行動規範）」の原則を考慮することをコミットし、ICEMとの共同のもとに、社員とその代表者に対してこの伝染病に関する情報提供行動を実施する。
1.2  グローバル・セーフティ・パネル
グローバル・セーフティ・パネルはグループ内部における安全に関する状況を追跡することを使命とする。 

グローバル・セーフティ・パネルは、そのために、グループによって規則正しく観察された指標を使用する。当事者は、必要に応じて、特定の情報によってそれらを補完することを取り決めることができる。
同委員会の仕事は、ひとつの継続的な進歩のステップに含まれている、  このような枠組みの中で、同委員会は指摘と改善勧告を発する。
世界安全パートナーシップ委員会は衛生と環境の分野における自らの介入を徐々に拡大する。
構成
· グループ・ローディアの最高執行部によって指名されたグループ・ローディアの代表者3名
· ICEMの中央組織の代表者2名
· 関係する地理圏のローディア社員の中からICEMによって指名された地理圏ごとの代表1名
· 考慮される地理圏は、北アメリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアである。
機能のしかた
· 委員会は毎年少なくとも1度会議を開く。当事者は、必要とあらば追加の会議をすることを決めることができる。
· 委員会の毎年の会議は当事者によって選ばれたグループの現場で開催される。 委員会はこの機会に現場の視察を組織して安全状況、労働条件ならびにグループのこの分野における方針が適正に遵守されているかを検証するものとする。
· 委員会のメンバーの旅費および滞在費、ならびに会議の組織のための費用は、ローディアが負担するものとする。
1. 移動可能性と就業可能性
· ローディアは社員の無期労働契約による直接雇用を優先する。 

· ローディアは、関係国における適正な職業水準に匹敵する公正な給与政策を適用することをコミットする。
· 会社活動のリストラ、または社員にとって団体上の大きな結果を伴うような、その他の経営上の決定をする場合は、ローディアは、法的条項や地域の慣行を尊重しつつ、社員とその代表者にできる早期にその旨を伝え、雇用と労働条件に与える影響を最小限にとどめるためのステップを優先することをコミットする。
· ローディアは、従業員の自律と責任は 自らの業績に不可欠な鍵を構成するものであると考える。グループは、この考え方に基づいて、社内、地理上、職業上の移動可能性を促進し、自らの社員の就業可能性を発展させる。
グループの支社は、自らの社員が、その職業的生涯の全期間において、以下のような適切な手段にアクセスすることを可能にするべく、努力する。
- 特に職業紹介が存在する場合はそれを通じて得られる、求人についての情報手段 

- 社員を新しい職業および新しいテクノロジーに向けて準備させる養成手段            
- ノウハウおよび能力を発達させる手段
· ローディアは、管理職については国際レベルで、他の社員については国内レベルで、自らの職業ファミリーを組織立てて管理をすることを通じて、自らの従業員の移動可能性を促進する。
· ローディアは、自らの従業員の年齢ピラミッドのバランスが取られるように配慮し、この枠組みにおいて年長者の活動および成績の条件に注意を払う。 

3.社会保護
· ローディアは、疾病、妊娠または老齢退職後に、法律、規則、地域の慣習の枠組みの中で自らの社員が社会保護を受けられるようにし、必要に応じて、自らに特有の補足的手段を展開するものとする。 
4. 差別の防止 
· ローディアはあらゆる形式の差別を拒絶し、多様性を尊重し、機会均等を推進する自らの意志を明確にする。ローディアはフランスにおける多様性憲章の署名者であり、人種、性別、皮膚の色、宗教、政治的意見または組合の所属、祖先の出身国または社会的な出身に基づいて機会均等や雇用待遇の改悪をすることを拒絶するILOの111号条約の条項を自らのものとする。ローディアは、家族的責任を持つ自らの従業員に対して特別の注意を払い、本協定の第2章の1 1.1  条で明確にしたように、この内容について定められたILOの156号条約の条項を参照する。
· このアプローチは、仕事チーム内における多様性を推進するための特殊な行動の実現を含むものである。
5. 納入業者および下請け業者との責任関係
· ローディアは、自らの納入業者および下請け業者に対して、法律や規則、ならびに国際条約や規約が定めるところの基本的人権を尊重し、そうすることで本協定の条項をローディアが尊重することに貢献することを期待するものである。ローディアはこの意味においてこれらの業者に努力することを勧め、必要に応じて、これらの業者に対してこれらの分野における自らの専門的意見を提供するものである。
· 社員の健康および安全の法律、環境や基本的人権の尊重の点で、深刻で指摘があったにもかかわらず改善が見られない違反がある場合はすべて、契約で約束した義務を尊重するために、関係企業との関係停止につながる。
6. リスク制御と環境の尊重
· 方式と製品のリスク
ローディアは自らの職業の統制を第一に考えており、最良の標準の適用は行動方針の本質を成す。
ローディアは、政策と方式の枠組みにおいて、
· 一方で、既知の識別されたリスクに対する予防のステップ、 

· 他方で、自らの職業の活動に関するリスクの問題に対しては、科学技術分野における予想と警戒の自発的な態度を特色とする用心のステップ
を発展させることをコミットする。
ローディアは、自らの製品管理の政策の枠組みの中で、顧客のところでのものも含めた製品寿命の全期間において製品に同行することを保証する。
ローディアは、CMR物質（発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質）を含む「高懸念」と評価されている製品のために特殊なアプローチを展開させる。 

これらの物質に対しては、ローディアは特殊な忠告を規定して、それを取替えと取替えが不可能な場合はその使用の制御を推進する。
· 環境
ローディアは、この分野に適用できる国内および国際的な法および規則で定められた義務を尊重し、「環境保全に向けた化学工業の進歩のコミットメント」に賛同する。ローディアは、安全、健康と環境の保全を改善し、天然資源を保護することを常に配慮してその諸原則を適用する。
この枠組みにおいて、ローディアは、自らの生産プロセスの温室効果ガスの排出削減を可能にする既存の最良のテクノロジーを使用できる場合は、常にそれを使用する。
社員が適用可能な環境規範やグループの政策に関心を持つようにすることは、 地域レベルならびに国際レベルにおけるローディアのステップの一部となっている。
ローディアとICEMは自らの努力を集中させて、これらの目標に対するグループの社員の意識と能力を発展させる。
7. 社会的対話
· ローディアとICEMは、豊かなバランスの取れた社会的対話を促進するという同一のコミットメントを共有している。ローディアの精神を構成しているこの対話は、社員を巻き込む経営参加形式のステップや従業員の代表者との規則的な交渉を通じておこなわれる。
· ローディアとICEMは、一致してこの対話が巻き込まれるグループの社員やその代表者がますます多くなるようにし、その国際的次元を発展させるように努力する。
この意味で、ローディアは、従業員の代表に、関係国の法律や地方の慣習を尊重して、一件書類の存在を知り、理解するために必要な情報を伝える。
 従業員を代表する代理者は、そのようにして知った情報の機密性を尊重することをコミットする。
· ローディアは、社員の団体の組織をする権利を尊重し、その点に関する社員の選択内容については厳密な中立性を保つものとする。
· ローディアは、採用募集の際や社員のキャリアの管理の枠組みにおいて、組合への参加を理由に差別をすることは一切ないようにすることをコミットする。
· ローディアは、この協定を引き合いに出したり、もしくはその条項に合わせて行動する従業員または社員の代表者に対して、どんな差別をすることも自らに禁じる。 

· ローディアとICEMは、グループに存在する対話の組織に関する指標を共同して追跡する。 

8. 市民との対話
· ローディアは、自らの現場の河川コミュニティーとの規則的で信頼に基づいた対話の存在を非常に重要だと考える。ローディアは、それに向けて、この点に関する法律、規則、ならびに地域的慣習を考慮しつつ、対話政策を発展させる。
· ローディアは、自らが活動する業界における非政府団体との建設的で責任ある対話を必要に応じて発展させる用意があることを明らかにするものである。
9. 質問権
· 社員は誰でも、権利の尊重、グループ・ローディアのコミットメント、行動規則を監視する番人である。この内容に関して違反があった場合は、自らのヒエラルキーに警告する可能性を使用することができる。また、人材の任務または法的任務の地域の代表者に伝えることができる。ローディアは、対話の通常の方法が機能しない場合、会社員が自分の意志を伝えるができるような特定装置を設置することをコミットする。
iv – フォローアップの指標
ローディアとICEMは、本協定に定められたコミットメントのためにグループ・ローディアによって報告された指標を基礎にして、本協定の毎年のフォローアップを保証する。
健康、安全、環境
· グループの指示にしたがって3か月未満に、衛生、安全、環境の点で、監査がおこなわれた現場の割合
· TF1 : 仕事の停止に至った労働の事故の頻度の割合。100万労働時間ごとに事故の数を測定。
TF2 :仕事の停止に至った或いは至らなかった労働の事故の頻度の割合。100万労働時間ごとに測定。
· 環境と天然資源に対する影響
· 水
· 空気
· エネルギー消費量
· 廃物の処理
社員と社会的対話
· 社員の数（地域圏および現場ごとに合計）
· 雇用の構造（直接採用、代理）
· 下請けについてのグループの政策
· 既存の社会保護システム、カバーされている社員の数またはカテゴリー
· 移動可能性: 会社内の候補によって与えられたポストの数
· 職業養成、既存の対話の構造
ローディアとICEMは、現在報告された社会指標を最適化し、この点における新しい必要を探すために共通した監視をする。
納入業者および下請け業者との関係
· ローディア標準の尊重の成果と場合によってある改善措置の総括
· 納入業者が発した苦情とローディアによるそれらの取り扱いの総括
ローディア・ウェー
「ローディア・ウェー」ステップは、社員とその代表者との強化された対話の枠組みの中で、社会的および環境上の責任について継続的な進歩をめざすものである。
指標であるローディア・ウェーは、顧客、納入業者、社員、投資家、共同体、環境という6つの利害関係者に対する、グループ・ローディアの諸事業体の実践と進歩目標の年間評価を可能にする。
この指標は、諸事業体をこれらの手続きの現在の適用レベルに位置付け、続いて、継続的な進歩というステップにおける、関連する目標と計画を決定することを可能にするものである。�
利害関係者全体に対して21のコミットメントが決められ、これらのコミットメントを満足させる44の手続きは、次のような4つの制御段階に分類された。
1. 活動開始
本質的に事業体は利害関係者の期待に対して反応する。現実状況の報告書が作成された。
2. 展開
事業体は、事業体内と利害関係者の元において、組織立った進歩のステップを実行に移す。優先順位を決めるための方法が使われ、諸手段が展開され、行動計画において経営者たちが動員される。
3. 円熟
事業体は行動計画をうまく軌道に乗せた。計画の履行が実施され、全周囲にわたって統制され、試みの最初の成果がもたらされる。社員が展開に動員される。
4. 成果
事業体は職業のベンチマークに近づいている改善ステップは永続的で、その結果は持続的な改善の状態にある。事業体はその模範的な行為によって認められ、利害関係者の全体がステップに賛同する。
コミットメント一覧 :

1. 顧客
1.1 弊社のCSR（企業の社会的責任）のコミットメントを弊社の顧客との関係に反映させる
1.2 CSRを加えつつ革新する
1.3 製品に結びついたリスクを制御する
2. 労働者
2.1 労働者の健康と安全を保証する
2.2 労働者の社会的権利を保証する
2.3 質の高い社会的対話を確保する
2.4 就業可能性を発展させる
2.5 労働者を動員する
3. 環境
3.1 環境の管理を推進する
3.2 天然資源を保全する
3.3 環境への影響を最小限にとどめ、生物多様性を保全する
4. 投資家
4.1 責任あるやり方でヴァリューを生成する
4.2 リスク管理を保証する
4.3 コーポレート・ガバナンスの管理のベストプラクティスの普及と尊重 

4.4 透明なやり方でコミュニケーションをする
5. 納入業者
5.1 必要資格を定義し、納入業者の選考プロセスに取り入れる
5.2 CSRの点から買主の業績を評価する
5.3 納入業者を管理、評価し、その関係を最適化する
6. 共同体
6.1 領土（地域、国）への事業体の溶け込みを確かなものにする
6.2 領土に事業体が存在することに関係するリスクを制御する
6.3 物流チェーンのリスクを制御し、事故を予防する
このような社会的責任のコミットメントはさまざまな進展状況によって影響されるものである。進展については、本協定の再交渉をする際に本条項に取り入れるものとする。
このように描かれた社会的責任の輪郭は本協定のフォローアップの指標の一部となるものであって、ICEMはローディア・ウェー適用の年間総括に関連するものとする。�
ローディアとICEMは、「ローディア・ウェー」ステップが本協定の動きに非常に重要な形で参加するものと考えるのであり、その完全な成功に向けて協力して努力することで意見が一致した。
v – 協定の適用方式
ローディアの活動全体に国際的に適用できる本協定は、同グループの社会的実践を強化し、延長するものであり、地域レベルで進められている対話または交渉の働きかけを置き換えたり、介入したりする性格は持つものではない。
ローディアは 本協定を自らの経営陣に伝え、社員に対してその存在と協定が規定しているコミットメントについて知らせることをコミットする。 本協定は、そのために、ICEMと一致関係にある、さまざまな関連国の言語に翻訳され、グループ・ローディアのインターネットサイトで参照することができるようになる。
この枠組みの中で、新採用者に対しては特別の注意が払われ、彼らには本協定が渡されることになる。
ローディアとICEMは、本協定の最善の普及と理解を現場の社員の代表者を通じて確かなものにするべく協力する。この枠組みにおいて、ローディアは、本協定が呼びかけている社会的対話の発展に貢献するためにICEMが開催する会議にこれらの代表者が参加できるように便宜をはかる。
ローディアとICEMは、場合によって遭遇する困難について相互に連絡しあい、最善の解決をはかる用意が双方に常にあることで意見が一致する。
ローディアとICEMは、一致して、問題の解決が問題が提起される場所に最も近い所で実現されることが望ましいと考える。
しかしながら、ローディアとICEMは、困難が解決されないままになっていたり、本協定適用に関する違反がある場合、同グループの最高経営部に訴えることができるようにすることで、意見が一致する。
.

vi –協定のフォローアップと総括
ローディアとICEMは、協定の適正な適用のためのフォローアップを継続しておこない、この枠組みにおいて、双方が一致して決める国または地域圏に評価団の派遣を毎年実現する。 

本協定の適用において場合によっては遭遇する困難については、それを説明し、それに対する解決策について述べた報告書を作成するものとする。 これらの困難が地域レベルで実証された場合は、この報告書は、関係現場の経営陣と社員代表が一致して作成するものとし、報告書は総括書類に含まれるものとする。
ローディアとICEMは、毎年、第1四半期に開かれる公式会議の中で本協定の適用の総括を行う。
ローディアはこの機会に、フォローアップの指標、ICEMとローディアが一致協力して実施した、本協定に規定されている諸国での評価団派遣の結果に基づく、総括書類を発表する。 

これらを組織するにあたっての費用（移動、宿泊、翻訳など）はグループ・ローディアが負担する。
ローディアとICEMは、本協定が失効に到る前に全体の総括書を作成して更新の準備をすることで意見が一致する。協定の有効期間の最終期に作成される、この総括書は、一致して選ぶ専門家に任せることができるものであり、その費用はローディアが負担する。
協定の適用によって引き起こされた問題のすべてについては、ローディアとICEMのみが権限を持つ。
ローディアとICEMは、同グループ内の中心において世界的な社会的対話を発展させることに関心を持つことで、意見が一致する。この対話の方式と手段は、決定された暁には、本協定の追補となる。
VII – 協定の有効期間
本協定は、5年間更新される。
本協定は、適応を目指して、改定書を通じて改定することができる。
協定の失効日の前年、しかもおそくとも失効日の3か月前までに、署名する当事者たちは、更新する可能性を考えて、協定の適用の総括をいっしょに行うために集まるものとする。
署名する各当事者は、6か月の予告をもって、本協定の署名の破棄を通告することができる。
本協定は、ICEMと共同で作成したリストにしたがって、ローディアの生産現場がある国々の言語に翻訳される。署名する当事者間においては、フランス語で作成したバージョンのみを参照するものとする。
代表取締役兼最高執行責任者、ジャン＝ピエール・クラマディユ
と 

書記長であるマンフレッド・ワーダ 氏が代表するICEM

ラ・デファンス、2011年2月17日
         再交渉後のバージョン
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